
～税務署はどうやって預貯金を調べるの？～

預貯金と税務調査のポイント その③



Copyright © 2023  NEXT Tax Advisory Office All Rights Reserved.
2

税務調査が行われやすい相続税申告とは？

相続財産の金額

当然、相続財産が多い申告は税務調査の対象となり

やすいです。

（管轄の税務署によりますが、財産3億円超は注意）

相続財産に占める金融資産が多い

不動産・・・財産として隠しにくい

金融資産・・・財産として隠しやすい、贈与しやすい

→ 申告漏れが疑われる
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税務署が預貯金を調べる手法

①税務署は職権で金融機関の資料開示が可能

②調査可能な銀行口座は調査対象者のみ

（むやみやたらに資料開示はできない）

③調査対象者とは被相続人や相続人、その家族

④申告していない銀行口座も対象

（過去の確定申告のデータを基に資料あり）
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税務署が金融機関で調べれること

①通帳作成時の署名・印鑑

（誰の筆跡で誰の印鑑で作ったか）

②定期預金、定期積金作成時の署名・印鑑

③預貯金の取引履歴

（７年～１０年の調査対象者の取引履歴）

④貸金庫の利用履歴
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預貯金の取引履歴で何が分かる？

①大きな預金の出金履歴

（車や貴金属等の財産に替わっていないか）

②相続人にお金が流れていないか（贈与の有無）

③生命保険をかけていないか

④他の金融機関にお金が流れていないか

（JA,ゆうちょの利用は無いか）
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預貯金の取引履歴で何が分かる？
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